
▶イノシシ・シカ

令和6年11月1日（金）～令和７年3月15日（土）

▶その他の狩猟鳥獣（タヌキ、アナグマ等）

令和６年11月15日（金）～令和7年2月15日（土）

※ 狩猟場所　鳥獣保護区等を除く県内全域

狩猟期間に入りました～事故に注意！～

　狩猟期間中の誤認による狩猟事故を防止するため、山林に入る場合は、狩猟
者が確認しやすい目立つ色の衣服を着用するなどの対策に心がけましょう。ま
た、狩猟をされる方は正しいマナーと安全確認で狩猟事故防止に努めましょ
う。
　なお、狩猟期間中はイノシシ・サルを除き原則、市による有害鳥獣捕獲は行
いませんので、電気柵等を設置するなどの自己防護策をお願いします。

令和6年度の鹿児島県の狩猟期間は、

●　内　容

・狩猟期間に入りました～事故に注意！～

・令和７年収入保険の加入手続きはお済みですか！

・飼料用米等の適正な流通について

※12月18日（水）に農業用廃プラスチック類回収を予定しています。

　詳細につきましては来月号に掲載いたします。

垂 水 市 農 林 技 術 協 会 だ よ り

第8号：令和６年11月１日発行
発 行 ・ 事 務 局 ： 垂水市農林課

問 合 せ 先 ： 32-1224（直通）

回覧

農林技術協会だよりは市のホーム

ページでも掲載しています→

垂水市公式 Ｌ Ｉ Ｎ Ｅ

＼ 友 だ ち 募 集 中 ！ ／

詳しくは鹿児島県ホームページへ▶▶
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　鹿児島県農業共済組合　肝属支所収入保険課

　☎0994-48-3181

　農業者が自ら生産した農産物の販売収入全体を対象とし、自然災害や価格低
下だけではなく、農業者の経営努力では避けられない収入減少を補償します。

【 補てんの仕組み 】

　保険期間の収入が基準収入の9割（5年の青色申告実績がある場合の補償限
度額の上限）を下回った場合に、下回った額の9割（支払率）を上限として補
てん金を支払います。
　補てん方式には、保険方式（掛捨て）と積立方式（掛捨てとならない）を併
用する「積立方式併用タイプ」と、保険方式のみの「保険方式補償充実タイ
プ」があり、農業者が選択できます。

【 保険料、積立金等 】

　農業者は、保険料・積立金・付加保険料（事務費）を支払って加入します。
保険料には50％、積立金には75％、付加保険料（事務費）には50％以内の
国庫補助があります。
　税務上、保険料及び付加保険料（事務費）は、必要経費（個人）又は損金
（法人）に計上します。積立金は、預け金として取り扱います。

※保険料率は、新規加入（補償限度80％）の場合、1.179％（50％の国庫補助後）で、
自動車保険と同様に、保険金の受取が少ない方は、保険料率が下がっていきます。積立金
は、補てんに使われなければ、翌年の補償にスライドします。

【 加入手続き等のご相談は最寄りの農業共済組合へ 】

令和７年収入保険の加入手続きはお済みですか！

　収入保険は、農業者ごとの収入全体を捉えて補償することで、品目の枠にと

らわれずに、自然災害に限らず農業者の経営努力では避けられないあらゆるリ

スクに対し、総合的に補償する公的保険制度です。

　個人の方は令和６年12月まで、法人の方は事業年度の末月までに加入申し

込みをお願いします。

【 加入できる方 】

　青色申告を行っている農業者（個人・法人）

　※保険期間の前年1年分の青色申告（簡易な方式を含む）実績があれば加入できます。

【 補償内容 】

詳しい内容は

農水省HP▶▶
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飼料用米等の適正な流通について

農水省HP（米の流通に関する制度）▶▶

もご覧ください。
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